
　議会改革および議会の状況について
Ｑ1【議会改革の取り組み状況】

議会改革について、現在、特段の態勢をとっていますか？（単数回答） 実数 割合

1.　議会運営委員会の案件として検討している 14 41.2%
2.　特別委員会を設置して検討している 2 5.9%
3.　議員のみで構成する調査会・検討会などで検討している 8 23.5%
4.　議員以外の専門家あるいは市民も参加する組織で検討している 0 0.0%
5.　「1.」～「4.」以外の常設の議会改革推進組織を設置している 1 2.9%
6.　その他の態勢で検討している 2 5.9%
7.　議会改革の取り組みは終了したので、態勢は解散している 1 2.9%
8.　現在、特段の態勢はとっていない (「1.」～「7.」に該当しない） 6 17.6%
無回答 0 0.0%
合計 34 100.0%
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1. 議会運営委員会の案件として検討している

2. 特別委員会を設置して検討している

3. 議員のみで構成する調査会・検討会などで検

討している

4. 議員以外の専門家あるいは市民も参加する組

織で検討している

5. 「1.」～「4.」以外の常設の議会改革推進組

織を設置している

6. その他の態勢で検討している

7. 議会改革の取り組みは終了したので、態勢は

解散している

8. 現在、特段の態勢はとっていない (「1.」～

「7.」に該当しない）

Ｑ1 議会改革取組状況：SA



Ｑ2【議会基本条例】

⑴　議会基本条例の制定を予定していますか？（単数回答） 実数 割合

1.　制定すべきかどうかを検討中である 1 2.9%
2.　制定の方針で検討に着手している 0 0.0%
3.　各調査年の1月～3月の間で制定された 0 0.0%
4.　各調査年の7月までの制定をめざしている（予定） 0 0.0%
5.　各調査年中の制定をめざしている（予定） 0 0.0%
6.　議会基本条例を制定済み（改正は行っていない） 15 44.1%
7.　議会基本条例を制定済みであり、改正も行っている 12 35.3%
8.　現時点では制定の予定はない 6 17.6%
無回答 0 0.0%
合計 34 100.0%

1

0

0

0

0

15

12

6

1. 制定すべきかどうかを検討中である

2. 制定の方針で検討に着手している

3. 各調査年の1月～3月の間で制定された

4. 各調査年の7月までの制定をめざしている（予

定）

5. 各調査年中の制定をめざしている（予定）

6. 議会基本条例を制定済み（改正は行っていな

い）

7. 議会基本条例を制定済みであり、改正も行って

いる

8. 現時点では制定の予定はない

Ｑ2(1) 議会基本条例の制定状況：SA



⑵　⑴で選択肢「6.」および「7.」を選択された「議会基本条例を制定済み

」の議会に伺います。2019年末までに議会基本条例の運用実績の評価を議会

として実施し、その内容を公開（来庁による印刷物閲覧のほか議会のホーム

ページ上で）しましたか？（複数回答)

実数 割合

1.　議会運営委員会で運用実績の評価を行い、公開を実施した 2 7.4%
2.　特別委員会で運用実績の評価を行い、公開を実施した 0 0.0%

3.　評価のための特別な組織を設けて運用実績の評価を行い、公開を実施し

た
4 14.8%

4.　運用実績の評価・公開は行ったが、評価実施組織は「1.」～「3.」に該当

しない
2 7.4%

5.　運用実績の評価は行ったが、公開はしていない 0 0.0%
6.　運用実績の評価は行っていない 19 70.4%
合計 27 100.0%
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1. 議会運営委員会で運用実績の評価を行い、公開

を実施した

2. 特別委員会で運用実績の評価を行い、公開を実

施した

3. 評価のための特別な組織を設けて運用実績の評

価を行い、公開を実施した

4. 運用実績の評価・公開は行ったが、評価実施組

織は「1.」～「3.」に該当しない

5. 運用実績の評価は行ったが、公開はしていない

6. 運用実績の評価は行っていない

Ｑ2(2) 議会基本条例運用実績の評価と公開：MA



⑶　⑴で選択肢「7. 
議会基本条例を制定済みであり、改正も行っている」とした議会に伺います

。2019年末までに実施した改正内容はどのようなものですか？（複数回答)
実数 割合

1.　政務調査費から政務活動費への規程変更 5 41.7%
2.　議決事件の追加・変更 3 25.0%
3.　議会による住民投票に関する条項の追加・変更 0 0.0%
4.　議会への住民参加（政策提案制度を含む）に関する条項の追加・変更 2 16.7%
5.　議会における協議・政策審議のための組織に関する条項の追加・変更 2 16.7%
6.　議会の附属機関や調査機関に関する条項の追加・変更 0 0.0%
7.　「1.」～「6.」に該当しない内容での改正も行った 10 83.3%
合計 12 100.0%
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1. 政務調査費から政務活動費への規程変更

2. 議決事件の追加・変更

3. 議会による住民投票に関する条項の追加・変更

4. 議会への住民参加（政策提案制度を含む）に関

する条項の追加・変更

5. 議会における協議・政策審議のための組織に関

する条項の追加・変更

6. 議会の附属機関や調査機関に関する条項の追

加・変更

7. 「1.」～「6.」に該当しない内容での改正も

行った

Ｑ2(3) 議会基本条例2019年末までの改正内容：MA



Ｑ３【自治基本条例】

自治基本条例（まちづくり基本条例等含む）の制定を予定していますか？（

単数回答) 実数 割合

1.　制定へ向けて具体的に検討中（議会または執行機関にて） 1 2.9%

2.　議会に関する規定を含まない自治基本条例（まちづくり基本条例等含む

）を制定済み
1 2.9%

3.　議会に関する規定を含む自治基本条例（まちづくり基本条例等含む）を

制定済み
21 61.8%

4.　現時点では制定の予定はない 11 32.4%
合計 34 100.0%
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1. 制定へ向けて具体的に検討中（議会または執

行機関にて）

2. 議会に関する規定を含まない自治基本条例

（まちづくり基本条例等含む）を制定済み

3. 議会に関する規定を含む自治基本条例（まち

づくり基本条例等含む）を制定済み

4. 現時点では制定の予定はない

Ｑ3 自治基本条例の制定状況：SA



Ｑ４【議長選出時の公約・所信表明】

議長選出に先立って、議長になろうとする議員が、本会議、全員協議会等、

全議員の前で、公約や所信を表明する機会を設けていますか？（単数回答) 実数 割合

1.　本会議で、公約や所信を表明する機会を設けている 1 2.9%

2.　全員協議会等本会議以外の場（休憩中を含む）で、全議員の前で公約や

所信を表明する機会を設けている
17 50.0%

3.　議長選出に先立って、全議員の前で公約や所信を表明する機会は設けて

いない
16 47.1%

合計 34 100.0%
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1. 本会議で、公約や所信を表明する機会を設けて

いる

2. 全員協議会等本会議以外の場（休憩中を含む）

で、全議員の前で公約や所信を表明する機会を設け

ている

3. 議長選出に先立って、全議員の前で公約や所信

を表明する機会は設けていない

Ｑ4 議長選出時の公約・所信表明：SA



Ｑ５【地方自治法改正への対応】

⑴　2011年の地方自治法改正で「市町村は、その事務を処理するに当たって

は、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」

（旧第二条④）とする「基本構想」の策定義務が廃止されました。これを受

けての貴自治体（議会または執行機関）での取り組みはどのようなものです

か？（単数回答）

実数 割合

1.　「基本構想」を策定し、議決することを定める条例（※）の新規制定ま

たは既存の条例の改正を実施した
21 61.8%

2.　既存の条例（※）の中で「基本構想」の策定・議決を定める条項があっ

たため、新たな条例・条項の制定・改廃は行わなかった
6 17.6%

3.　議決を経る「基本構想」（「総合計画」）方式を廃止し、新たな運営枠

組みへ移行した
1 2.9%

4.　取り組まれた内容は「1.」～「3.」には該当しない 2 5.9%
5.　現在、特段の取り組みは行われていない 4 11.8%
合計 34 100.0%
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1. 「基本構想」を策定し、議決することを定める

条例（※）の新規制定または既存の条例の改正を実

施した

2. 既存の条例（※）の中で「基本構想」の策定・

議決を定める条項があったため、新たな条例・条項

の制定・改廃は行わなかった

3. 議決を経る「基本構想」（「総合計画」）方式

を廃止し、新たな運営枠組みへ移行した

4. 取り組まれた内容は「1.」～「3.」には該当し

ない

5. 現在、特段の取り組みは行われていない

Ｑ5(1) 地方自治法改正への対応基本構想の策定義務:SA



⑵　2012年の地方自治法改正で「普通地方公共団体の議会」は「条例で定め

るところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年

の当該日の前日までを会期とすることができる」 
（第百二条の二）とされました。議会の「会期」制度について、現在、どの

ような態勢をとっていますか？（単数回答）

実数 割合

1.　会期に関する法改正を受けて、「通年制」（「通年の会期」制）を条例

で定めた（施行済み及び2020年中より施行予定である）
3 8.8%

2.　改正地方自治法に基づくものではない「通年制」（「通年の会期」制）

を独自条例・要綱（会議条例など）に基づき実施している
2 5.9%

3.　年４回定例会を開催する四期制を採用している 28 82.4%
4.　現在の態勢は「1.」～「3.」には該当しない 1 2.9%
合計 34 100.0%

⑶　2019年１月１日～12月31日の間に、最近の地方自治法改正を受けて実現

した以下の取り組み・権限の行使はありましたか？（複数回答：該当するも

のをすべてお選びください）

実数 割合

1.　議会の招集権に関する法改正を受けて、議長により臨時会が招集された 0

2.　議事運営に関する法改正を受けて、本会議における公聴会開催または参

考人招致が実施された
0

3.　首長による「一般再議」請求の対象が拡大されたことを受けて、条例・

予算以外での計画等の議決においても首長が再議を求めた
0

4.　「1.」～「3.」の取り組み・権限の行使はなかった 34
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1. 会期に関する法改正を受けて、「通年制」

（「通年の会期」制）を条例で定めた（施行済み及

び2020年中より施行予定である）

2. 改正地方自治法に基づくものではない「通年

制」（「通年の会期」制）を独自条例・要綱（会議

条例など）に基づき実施している

3. 年４回定例会を開催する四期制を採用している

4. 現在の態勢は「1.」～「3.」には該当しない

Ｑ5(2) 地方自治法改正への対応議会の会期制度：SA



　討議のあり方について
Ｑ６【一問一答の導入状況】

本会議の一般質問、代表質問のいずれかで、一問一答制を導入しています

か？（単数回答）
実数 割合

1.　一問一答制を導入している（一問一答方式を選択できる） 27 79.4%
2.　一問一答制は導入していない 7 20.6%
合計 34 100.0%
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1. 一問一答制を導入している（一問一答方式を選

択できる）

2. 一問一答制は導入していない

Ｑ6 一問一答制の導入状況：SA



Ｑ７【首長等の反問（逆質問）】

⑴　議員の質問、質疑に対する首長等の反問（逆質問）を明文化した規定

によって認めていますか？（単数回答）
実数 割合

1.　要綱や申し合わせ等の明文化した規定により、内容や趣意の確認、論点

・争点の明確化等、内容を限定して、認めている
2 5.9%

2.　要綱や申し合わせ等の明文化した規定により、内容を限定せずに、反問

を認めている
0 0.0%

3.　会議規則や条例で、内容や趣旨の確認、論点・争点の明確化等、内容を

限定して、認めている
14 41.2%

4.　会議規則や条例で、内容を限定せずに、反問を認めている 4 11.8%

5.　明文化した規定は持たないが、議長が定例会（会期）ごとに首長等に反

問（逆質問）権を付与する（認める）運用を行っている
2 5.9%

6.　議員の質問、質疑に対する、首長等の反問（逆質問）は、認めていない 12 35.3%
合計 34 100.0%
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1. 要綱や申し合わせ等の明文化した規定により、

内容や趣意の確認、論点・争点の明確化等、内容を

限定して、認めている

2. 要綱や申し合わせ等の明文化した規定により、

内容を限定せずに、反問を認めている

3. 会議規則や条例で、内容や趣旨の確認、論点・

争点の明確化等、内容を限定して、認めている

4. 会議規則や条例で、内容を限定せずに、反問を

認めている

5. 明文化した規定は持たないが、議長が定例会

（会期）ごとに首長等に反問（逆質問）権を付与す

る（認める）運用を行っている

6. 議員の質問、質疑に対する、首長等の反問（逆

質問）は、認めていない

Ｑ7(1) 首長等の反問(逆質問：SA



⑵　2019年１月１日～12月31日の間で、議員の質問、質疑に対する首長等

（執行機関側）の反問（逆質問）はありましたか？（単数回答）
実数 割合

1.　首長等（執行機関側）の反問（逆質問）は行われた 3 8.8%
2.　首長等（執行機関側）の反問（逆質問）は行われなかった 31 91.2%

34 100.0%

Ｑ８【自由討議（議員間討議）】

「議員間の討議（自由討議）」を行うことを規定していますか？（単数回

答）
実数 割合

1.　要綱や申し合わせ等で、議員間の自由討議について規定している 2 5.9%

2.　会議規則や条例で、議員間の自由討議について規定している 22 64.7%

3.　議員相互間の自由討議について、特に明文化された規定はな 10 29.4%
34 100.0%
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1. 首長等（執行機関側）の反問（逆質問）は行

われた

2. 首長等（執行機関側）の反問（逆質問）は行

われなかった

Ｑ7(2) 20191/1～12/31での首長の反問(逆質問：SA)
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1. 要綱や申し合わせ等で、議員間の自由討議につ

いて規定している

2. 会議規則や条例で、議員間の自由討議について

規定している

3. 議員相互間の自由討議について、特に明文化さ

れた規定はな

Ｑ8 自由討議(議員間討議)：SA



Ｑ９【議員間討議の実施状況】

2019年１月１日～12月31日の間に、本会議または委員会で、首長提出議案

の審査を行う際に、議員間で議論を尽くして合意形成に努めるための「議

員間の討議（自由討議）」を行いましたか？（複数回答）

実数 割合

1.　「質疑」の時間帯に、議事をとめて（暫時休憩等）行った 1 2.9%

2.　「質疑」の時間帯に、議事をとめずに行った 3 8.8%
3.　「質疑」の時間とは区別して、議長・委員長の判断または議員の動議等

により、議事をとめて、「議員間の討議（自由討議）」の場を設定して行

った

1 2.9%

4.　「質疑」の時間とは区別して、議長・委員長の判断または議員の動議等

により、議事をとめずに、 
「議員間の討議（自由討議）」の場を設定して行った

3 8.8%

5.　「討論」の時間帯に、議員同士で賛否をめぐって相互に質問、反論する

事実上の「議員間の討議（自由討議）」を行った
1 2.9%

6.　首長提出議案の審査を行う際に、「議員間の討議」は行われなかった 25 73.5%
34 100.0%
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1. 「質疑」の時間帯に、議事をとめて（暫時休

憩等）行った

2. 「質疑」の時間帯に、議事をとめずに行った

3. 「質疑」の時間とは区別して、議長・委員長

の判断または議員の動議等により、議事をとめ

て、「議員間の討議（自由討議）」の場を設定…

4. 「質疑」の時間とは区別して、議長・委員長

の判断または議員の動議等により、議事をとめず

に、 「議員間の討議（自由討議）」の場を設定…

5. 「討論」の時間帯に、議員同士で賛否をめ

ぐって相互に質問、反論する事実上の「議員間の

討議（自由討議）」を行った

6. 首長提出議案の審査を行う際に、「議員間の

討議」は行われなかった

Ｑ9 議員間討議の実施状況：MA



　市民の参加について
Ｑ10【請願陳情における市民の提案説明】

⑴　請願または陳情の審査を行なう際に、（紹介議員ではなく）提出者と

して市民が希望した場合、会議で直接説明すること（趣旨や意見を聴く機

会）を認めていますか？（単数回答）

実数 割合

1.　提出者として市民が希望すれば、提出者として市民が会議で直接説明

することを認めている
13 38.2%

2.　提出者として市民が希望すれば、提出者として市民が会議の開催前（

または休憩時間）に議員に直接説明することを認めている
3 8.8%

3.　請願または陳情の内容によって、議会（委員会）側が必要と判断する

場合に、提出者として市民が直接説明する機会（趣旨や意見を聴く機会）

を設けることがある

13 38.2%

4.　請願または陳情の審査を行なう際に、提出者として市民が直接説明す

ることは想定していない
5 14.7%

34 100.0%

13

3

13

5

1. 提出者として市民が希望すれば、提出者とし

て市民が会議で直接説明することを認めている

2. 提出者として市民が希望すれば、提出者とし

て市民が会議の開催前（または休憩時間）に議員

に直接説明することを認めている

3. 請願または陳情の内容によって、議会（委員

会）側が必要と判断する場合に、提出者として市

民が直接説明する機会（趣旨や意見を聴く機会）

を設けることがある

4. 請願または陳情の審査を行なう際に、提出者

として市民が直接説明することは想定していない

Ｑ10(1) 請願陳情における市民の提案説明：SA



⑵　2019年１月１日～12月31日の間で、請願または陳情の審査を行なう際

に、（紹介議員ではなく）提出者として市民が会議（開催前または休憩時

間を含む）で直接説明する（趣旨や意見を述べる）機会はありましたか？

（単数回答）

実数 割合

1.　請願または陳情の提出者として市民が会議で直接説明する（趣旨や意

見を述べる）機会があった
18 52.9%

2.　請願または陳情の審査を行なう際に、提出者として市民が直接説明す

ることを想定していないので、市民が会議で直接説明する（趣旨や意見を

述べる）機会はなかった

3 8.8%

3.　請願または陳情の提出者が希望しなかったので、提出者として市民が

会議で直接説明する機会はなかった
5 14.7%

4.　議会（委員会）の判断として、提出者として市民が会議で直接説明す

る（趣旨や意見を述べる）機会は設けなかった
5 14.7%

5.　請願または陳情（もしくは、審査するとした陳情）の提出はなかった 3 8.8%
34 100.0%

18

3

5

5

3

1. 請願または陳情の提出者として市民が会議で

直接説明する（趣旨や意見を述べる）機会があっ

た

2. 請願または陳情の審査を行なう際に、提出者

として市民が直接説明することを想定していない

ので、市民が会議で直接説明する（趣旨や意見…

3. 請願または陳情の提出者が希望しなかったの

で、提出者として市民が会議で直接説明する機会

はなかった

4. 議会（委員会）の判断として、提出者として

市民が会議で直接説明する（趣旨や意見を述べ

る）機会は設けなかった

5. 請願または陳情（もしくは、審査するとした

陳情）の提出はなかった

Ｑ10(2) 20191/1～12/31での請願陳情の提出者としての市民説明の機

会：SA



Ｑ11【傍聴者・希望者の発言】

2019年１月１日～12月31日の間、本会議または委員会で、陳情・請願の説

明以外に、会議傍聴者または希望する市民が発言する機会はありましたか

？(単数回答)
実数 割合

1.　条例・要綱等の明文化された規定に基づく「演説（発言）制度」によ

り、発言を認め、議事録に記録した
0 0.0%

2.　条例・要綱等の明文化された規定に基づく「演説（発言）制度」によ

り、発言を認めたが、議事録には記録していない
0 0.0%

3.　議長または委員長の裁量（申し合わせ事項である場合を含む）により

発言を認め、議事録に記録した（意図的に休憩をとっての傍聴者発言を含

む）

0 0.0%

4.　議長または委員長の裁量(申し合わせ事項である場合を含む)により発言

を認めたが、議事録には記録していない(意図的に休憩をとっての傍聴者発

言を含む)
0 0.0%

5.　会議傍聴者または希望する市民から発言の申出があったが、所定の委

員会に諮った結果、発言を認めなかったため、発言する機会はなかった
0 0.0%

6.　陳情・請願の説明以外では、いかなる場合においても会議傍聴者また

は希望する市民が発言することを認めていないので、発言する機会はなか

った

25 73.5%

7.　発言を希望する市民・会議傍聴者がいなかったので、発言する機会は

なかった
9 26.5%

34 100.0%

0

0

0

0

0

25

9

1. 条例・要綱等の明文化された規定に基づく「演説（発

言）制度」により、発言を認め、議事録に記録した

2. 条例・要綱等の明文化された規定に基づく「演説（発

言）制度」により、発言を認めたが、議事録には記録して

いない

3. 議長または委員長の裁量（申し合わせ事項である場合

を含む）により発言を認め、議事録に記録した（意図的に

休憩をとっての傍聴者発言を含む）

4. 議長または委員長の裁量(申し合わせ事項である場合

を含む)により発言を認めたが、議事録には記録していな

い(意図的に休憩をとっての傍聴者発言を含む)

5. 会議傍聴者または希望する市民から発言の申出があっ

たが、所定の委員会に諮った結果、発言を認めなかったた

め、発言する機会はなかった

6. 陳情・請願の説明以外では、いかなる場合においても

会議傍聴者または希望する市民が発言することを認めてい

ないので、発言する機会はなかった

7. 発言を希望する市民・会議傍聴者がいなかったので、

発言する機会はなかった

Ｑ11 傍聴者・希望者の発言機会：SA



Ｑ12【公聴会・参考人】

2019年１月１日～12月31日の間で、公聴会の開催や、参考人招致を行いま

したか？（複数回答）
実数 割合

1.　公聴会を開催した 0 0.0%
2.　参考人招致を行った 5 14.7%
3.　公聴会の開催や参考人招致は行わなかった 29 85.3%

34 100.0%

Ｑ13【市民との対話の場】

⑴　2019年１月１日～12月31日の間に、議員個人・会派主催ではなく、議

会や委員会主催の意見交換会、懇談会、議会報告会等、議会として市民と

直接対話する機会は、何回ありましたか？

実数 割合

0回 10 29.4%
1回 7 20.6%
2回 4 11.8%
3回 8 23.5%
4回 3 8.8%
5回 1 2.9%

14回 1 2.9%
34

0

5

29

1. 公聴会を開催した

2. 参考人招致を行った

3. 公聴会の開催や参考人招致は行わなかった

Ｑ12 公聴会・参考人招致の実施：MA

10

7

4

8

3

1

1

0 2 4 6 8 10 12

0回

1回

2回

3回

4回

5回

14回

Ｑ13(1) 議会報告会等の開催



⑵　あった場合、どのような機会（※）として設定されたものかお答えく

ださい。（複数回答）
実数 割合

1.　議会報告会として 21 61.8%
2.　特定の団体等との意見交換・懇談会として 12 35.3%
3.　住民の誰もが参加できる場として 13 38.2%
4.　特定テーマについての意見交換の場として 11 32.4%

21

12

13

11

1. 議会報告会として

2. 特定の団体等との意見交換・懇談会として

3. 住民の誰もが参加できる場として

4. 特定テーマについての意見交換の場として

Ｑ13(2) どのような機会として設定



　公開・説明責任について
Ｑ14【議案・会議資料の事前公開】

⑴　上程が予定されている議案本文（議案書）を、本会議への上程前に、公

開していますか？（市民が希望すれば閲覧できますか）（単数回答）
実数 割合

1.　議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、来庁等により印刷物での

み閲覧できる
7 20.6%

2.　議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、来庁等による印刷物での

閲覧のほか、「議会のホームページから」も閲覧できる
13 38.2%

3.　議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、公開はしていない（市民

は閲覧できない）
14 41.2%

34 100.0%

7

13

14

1. 議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、

来庁等により印刷物でのみ閲覧できる

2. 議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、

来庁等による印刷物での閲覧のほか、「議会のホー

ムページから」も閲覧できる

3. 議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、

公開はしていない（市民は閲覧できない）

Ｑ14(1) 議案・会議資料のの事前公開：SA



⑵　議案本文（議案書）を、本会議への上程後、委員会等での審議の前に、

公開していますか？（市民が希望すれば閲覧できますか）（単数回答）
実数 割合

1.　本会議への上程後に、委員会等での審議の前に、来庁等により印刷物で

のみ閲覧できる
13 38.2%

2.　本会議への上程後に、委員会等での審議の前に、来庁等による印刷物で

の閲覧のほか、「議会のホームページから」も閲覧できる
9 26.5%

3.　議案本文（議案書）は、本会議への上程後も、委員会等での審議の前に

、公開はしていない（市民は閲覧できない）
1 2.9%

4.　本会議への上程前に、議案本文（議案書）を印刷物閲覧または「議会の

ホームページ」への掲載の方式により公開しているため、「1.」～「3.」には

該当しない。

11 32.4%

34 100.0%

13

9

1

11

1. 本会議への上程後に、委員会等での審議の前

に、来庁等により印刷物でのみ閲覧できる

2. 本会議への上程後に、委員会等での審議の前

に、来庁等による印刷物での閲覧のほか、「議会

のホームページから」も閲覧できる

3. 議案本文（議案書）は、本会議への上程後

も、委員会等での審議の前に、公開はしていない

（市民は閲覧できない）

4. 本会議への上程前に、議案本文（議案書）を

印刷物閲覧または「議会のホームページ」への掲

載の方式により公開しているため、「1.」～

「3.」には該当しない。

Ｑ14(2) 議案書上程後、委員会審議前での公開：SA



⑶　議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に送付されている会議

資料(議案説明資料等)(議案一覧や日程・付託表等ではなく)(委員会資料等)を
、審査が行われる会議の前に公開していますか？(市民が希望すれば閲覧でき

ますか)(単数回答)

実数 割合

1.　議案審議に用いる会議資料は、審査前に、来庁等により印刷物でのみ閲

覧できる
9 26.5%

2.　議案審議に用いる会議資料は、審査前に、来庁等による印刷物での閲覧

のほか、「議会のホームページから」も閲覧できる
6 17.6%

3.　議案審議に用いる資料として議員に送付されている会議資料は、審査前

に、公開はしていない（市民は閲覧できない）
17 50.0%

4.　議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に送付される資料はな

い
2 5.9%

34 100.0%

9

6

17

2

1. 議案審議に用いる会議資料は、審査前に、来

庁等により印刷物でのみ閲覧できる

2. 議案審議に用いる会議資料は、審査前に、来

庁等による印刷物での閲覧のほか、「議会のホー

ムページから」も閲覧できる

3. 議案審議に用いる資料として議員に送付され

ている会議資料は、審査前に、公開はしていない

（市民は閲覧できない）

4. 議案書以外に、議案審議に用いる資料として

議員に送付される資料はない

Ｑ14(3) 議案審議資料の会議前の公開：SA



Ｑ15【会議の公開状況】

⑴　会議の公開について、どのように条例（委員会条例・自治基本条例・議

会基本条例等）で定めていますか？（単数回答）
実数 割合

1.　委員会は、委員長または 
委員会の許可によって傍聴できる（許可制である）

15 44.1%

2.　条例により常任委員会のみ原則公開としている 0 0.0%

3.　条例により常任委員会、特別委員会を原則公開としている 1 2.9%

4.　条例により常任委員会、特別委員会、議会運営委員会を原則公開として

いる（すべての委員会の原則公開を定めている場合は、「5.」をお選びくだ

さい）

15 44.1%

5.　条例によりすべての会議（代表者会議や全員協議会等々）を原則公開と

している
3 8.8%

6.　本会議を原則公開とした地方自治法の他、会議公開についての条例の定

めはない
0 0.0%

34 100.0%

15

0

1

15

3

0

1. 委員会は、委員長または 委員会の許可によっ

て傍聴できる（許可制である）

2. 条例により常任委員会のみ原則公開としている

3. 条例により常任委員会、特別委員会を原則公開

としている

4. 条例により常任委員会、特別委員会、議会運営

委員会を原則公開としている（すべての委員会の…

5. 条例によりすべての会議（代表者会議や全員協

議会等々）を原則公開としている

6. 本会議を原則公開とした地方自治法の他、会議

公開についての条例の定めはない

Ｑ15(1) 会議公開の条例での規定：SA



⑵　常任委員会の傍聴についてどのように運営していますか？条例で原則公

開としている場合は、その運用状況について最も近いものをお選びください

。（単数回答）

実数 割合

1.　特段の事情がない限り（通常）、認める運用を行っており、概ね希望者

は傍聴できている
20 58.8%

2.　特段の事情がない限り（通常）、認める運用を行っているが、スペース

に限りがあるので傍聴希望者全員は入室できないことがある
11 32.4%

3.　常任委員会の傍聴は、一般市民には原則として認めない運用を行ってい

る（別室で映像、音声等での傍聴しか認めない場合も含む）
1 2.9%

4.　希望者があまりいないので、希望があったときに判断する 2 5.9%
5.　常任委員会は設置していない（委員会制を採っていない） 0 0.0%

34 100.0%

20

11

1

2

0

1. 特段の事情がない限り（通常）、認める運用を

行っており、概ね希望者は傍聴できている

2. 特段の事情がない限り（通常）、認める運用を

行っているが、スペースに限りがあるので傍聴希望

者全員は入室できないことがある

3. 常任委員会の傍聴は、一般市民には原則として

認めない運用を行っている（別室で映像、音声等で

の傍聴しか認めない場合も含む）

4. 希望者があまりいないので、希望があったとき

に判断する

5. 常任委員会は設置していない（委員会制を採っ

ていない）

Ｑ15(2) 常任委員会傍聴の運営状況：SA



Ｑ16【傍聴者への資料提供】

傍聴者は、傍聴時に、議案本文や議案審議に用いる資料として議員に配布さ

れている会議資料（議案説明資料等）を閲覧できますか？（単数回答）
実数 割合

1.　傍聴者へは、議員に配布されている資料の一部または傍聴者用に用意し

た資料を提供している（配布または閲覧可能）
17 50.0%

2.　傍聴者へは、議員に配布されているものと同じ資料を提供している（配

布または閲覧可能）
16 47.1%

3.　傍聴者への資料提供は行っていない 1 2.9%
34 100.0%

17

16

1

1. 傍聴者へは、議員に配布されている資料の一部

または傍聴者用に用意した資料を提供している（配

布または閲覧可能）

2. 傍聴者へは、議員に配布されているものと同じ

資料を提供している（配布または閲覧可能）

3. 傍聴者への資料提供は行っていない

Ｑ16 傍聴者への資料提供：SA



Ｑ17【審査後の資料公開】

議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に配布された会議資料（議

案説明資料等）（議案一覧や日程・付託表等ではなく）（委員会資料等）を

、審査後に、公開していますか？（単数回答）

実数 割合

1.　会議資料（説明資料等）は、審査後に、来庁等により印刷物でのみ閲覧

できる
13 38.2%

2.　会議資料（説明資料等）は、審査後に、来庁等による印刷物での閲覧の

ほか、議会のホームページからも閲覧できる
10 29.4%

3.　議案審議に用いる資料として議員に配布された会議資料（説明資料等）

は、公開していない
9 26.5%

4.　議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に送付される資料はな

い
2 5.9%

34 100.0%

13

10

9

2

1. 会議資料（説明資料等）は、審査後に、来庁等

により印刷物でのみ閲覧できる

2. 会議資料（説明資料等）は、審査後に、来庁等

による印刷物での閲覧のほか、議会のホームページ

からも閲覧できる

3. 議案審議に用いる資料として議員に配布された

会議資料（説明資料等）は、公開していない

4. 議案書以外に、議案審議に用いる資料として議

員に送付される資料はない

Ｑ17 審査後の資料公開：SA



Ｑ18【委員会記録の内容および公開状況】

常任委員会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください。

（複数回答）
実数 割合

1.　会議録（委員会記録）は、概要記録（結果や決定事項のみ）で作成して

いるが 、ホームページでは閲覧できない
2 5.9%

2.　会議録（委員会記録）は、概要記録（結果や決定事項のみ）で作成して

おり、ホームページでも閲覧できる
1 2.9%

3.　会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページで

は閲覧できない
2 5.9%

4.　会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しており、ホームページでも

閲覧できる
10 29.4%

5.　会議録（委員会記録）は、全文記録で作成しているが、ホームページで

は閲覧できない
3 8.8%

6.　会議録（委員会記録）は、全文記録で作成しており、ホームページでも

閲覧できる
20 58.8%

7.　常任委員会の会議録（委員会記録）は、作成していない 1 2.9%
8.　常任委員会は設置していない（委員会制を採っていない） 0 0.0%

2

1

2

10

3

20

1

0

1. 会議録（委員会記録）は、概要記録（結果や

決定事項のみ）で作成しているが 、ホームペー

ジでは閲覧できない

2. 会議録（委員会記録）は、概要記録（結果や

決定事項のみ）で作成しており、ホームページで

も閲覧できる

3. 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成し

ているが、ホームページでは閲覧できない

4. 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成し

ており、ホームページでも閲覧できる

5. 会議録（委員会記録）は、全文記録で作成し

ているが、ホームページでは閲覧できない

6. 会議録（委員会記録）は、全文記録で作成し

ており、ホームページでも閲覧できる

7. 常任委員会の会議録（委員会記録）は、作成

していない

8. 常任委員会は設置していない（委員会制を

採っていない）

Ｑ18 委員会記録の内容および公開状況：MA



Ｑ19【会議状況（記録）のインターネット配信】

⑴　インターネットによる会議の動画（録画）記録のオンデマンド配信（※

生中継ではなく、見たい時に随時動画記録を見ることができる方式でのイン

ターネット配信）を行っていますか？（複数回答）

実数 割合

1.　本会議の動画記録のオンデマンド配信を行っている 23 67.6%
2.　常任委員会の動画記録のオンデマンド配信を行っている 12 35.3%

3.　予算、決算を審査する委員会の動画記録のオンデマンド配信を行ってい

る
11 32.4%

4.　予算、決算の審査以外の特別委員会の動画記録のオンデマンド配信を行

っている
11 32.4%

5.　全員協議会の動画記録のオンデマンド配信を行っている 4 11.8%
6.　その他の会議の動画記録のオンデマンド配信を行っている 6 17.6%
7.　動画記録のオンデマンド配信は行っていない 11 32.4%

23

12

11

11

4

6

11

1. 本会議の動画記録のオンデマンド配信を行って

いる

2. 常任委員会の動画記録のオンデマンド配信を

行っている

3. 予算、決算を審査する委員会の動画記録のオン

デマンド配信を行っている

4. 予算、決算の審査以外の特別委員会の動画記録

のオンデマンド配信を行っている

5. 全員協議会の動画記録のオンデマンド配信を

行っている

6. その他の会議の動画記録のオンデマンド配信を

行っている

7. 動画記録のオンデマンド配信は行っていない

Ｑ19(1) 会議のインターネット配信：MA



⑵　近年、「YouTube」や「Ustream」などのインターネット上の動画投稿・ 
配信サービスを利用して会議状況を発信する議会が増えつつあります。この

ようなインターネット上での動画投稿・配信サービスの利用について、議会

として利用しているものはありますか？ 
（オンデマンド配信だけではなくライブ中継の場合も含みます）（複数回答

）

実数 割合

1.　議会としてYouTubeを利用して会議状況を配信している 5 14.7%
2.　議会としてUstreamを利用して会議状況を配信している 0 0.0%

3.　議会として「1.」「2.」以外の動画投稿・配信サービスを利用している 8 23.5%

4.　議会としてインターネット上での動画投稿・配信サービスは利用してい

ない
22 64.7%

5

0

8

22

1. 議会としてYouTubeを利用して会議状況を配信し

ている

2. 議会としてUstreamを利用して会議状況を配信し

ている

3. 議会として「1.」「2.」以外の動画投稿・配信

サービスを利用している

4. 議会としてインターネット上での動画投稿・配

信サービスは利用していない

Ｑ19(2) インターネット上での動画投稿・配信サービス：MA



Ｑ20【議案に対する賛否の公開】

起立または挙手などによる表決を行った議案に対する賛否（各議員または会

派の対応、採決態度）を議会報や議会のホームページで公開していますか？

（単数回答）

実数 割合

1.　すべての議案について、各議員個別の賛否（対応、採決態度）を公開し

ている
26 76.5%

2.　重要議案についてのみ、各議員個別の賛否（対応、採決態度）を公開し

ている
1 2.9%

3.　すべての議案について、会派単位の賛否（対応、採決態度）を公開して

いる
7 20.6%

4.　重要議案についてのみ、会派単位の賛否（対応、採決態度）を公開して

いる
0 0.0%

5.　議案に対する賛否（各議員または会派単位の対応、採決態度）は公開し

ていない
0 0.0%

34 100.0%

26

1

7

0

0

1. すべての議案について、各議員個別の賛否（対

応、採決態度）を公開している

2. 重要議案についてのみ、各議員個別の賛否（対

応、採決態度）を公開している

3. すべての議案について、会派単位の賛否（対

応、採決態度）を公開している

4. 重要議案についてのみ、会派単位の賛否（対

応、採決態度）を公開している

5. 議案に対する賛否（各議員または会派単位の対

応、採決態度）は公開していない

Ｑ20 議案に対する賛否の公開：SA



　政策提案・立法活動について
Ｑ21【議決事件の追加】

⑴　地方自治法第96条第１項の必要的議決事件の他に、第96条第２項にもと

づいて、条例により任意的な議決事件を追加していますか？（単数回答：）
実数 割合

1.　条例によって議決事件を追加している 27 79.4%
2.　条例によって追加している議決事件はない⇒Ｑ22へ 7 20.6%

34 100.0%

Ｑ22【議会による議案修正】

⑴　2019年１月１日～12月31日の間に、首長側提出議案（直接請求は除く）

の内、①議会によって否決された議案、②首長等が一度提出した後、議員

・議会等の意見等により、提出者が自ら取り下げ、出しなおし（誤字等の技

術的な修正以外の内容にわたる修正）、その後、可決された議案は、何件あ

りましたか？（記入回答：なかった場合には「０（ゼロ）」件とご記入いた

だき、次の設問へお進みください）

実数 割合

①　否決された件数　　0件 29 85.3%
①　否決された件数　　1件 3 8.8%
①　否決された件数　　2件 1 2.9%
①　否決された件数　　8件 1 2.9%
②　再提出後可決された件数　　0件 32 94.1%
②　再提出後可決された件数　　1件 2 5.9%

27

7

1. 条例によって議決事件を追加している

2. 条例によって追加している議決事件はない⇒Ｑ

22へ

Ｑ21(1) 条例による任意的な議決事件の追加：SA

29

3

1

1

32

2

① 否決された件数 0件

① 否決された件数 1件

① 否決された件数 2件

① 否決された件数 8件

② 再提出後可決された件数 0件

② 再提出後可決された件数 1件

Ｑ22(1) 首長側提出議案に対する議会による修正：SA



⑵　2019年１月１日～12月31日の間に、首長側提出議案（直接請求は除く）

に対する議員による修正案の提出（うち、可決した修正案）は、何件ありま

したか？

実数 割合

①　提出された修正案の件数　0件 26 76.5%
①　提出された修正案の件数　1件 5 14.7%
①　提出された修正案の件数　2件 3 8.8%
②　可決された修正案の件数　0件 32 94.1%
②　可決された修正案の件数　1件 1 2.9%
②　可決された修正案の件数　2件 1 2.9%

Ｑ23【議員提案条例】

⑴　2019年１月１日～12月31日の間に、議員または委員会が提出した政策的

な条例案（議会や議員にかかわるもの以外の、政策的な行政関係条例案）（

※）の件数（内、可決された条例の件数）と具体的な条例案名等をお知らせ

ください。

実数 割合

①　提出された条例案　0件 29 85.3%
①　提出された条例案　1件 3 8.8%
①　提出された条例案　2件 1 2.9%
①　提出された条例案　3件 1 2.9%
②　可決された条例案　0件 32 94.1%
②　可決された条例案　1件 2 5.9%

26
5

3
32

1
1

① 提出された修正案の件数 0件

① 提出された修正案の件数 1件

① 提出された修正案の件数 2件

② 可決された修正案の件数 0件

② 可決された修正案の件数 1件

② 可決された修正案の件数 2件

Ｑ22(2) 議員による修正案の提出件数：SA

29
3

1
1

32
2

① 提出された条例案…

① 提出された条例案…

① 提出された条例案…

① 提出された条例案…

② 可決された条例案…

② 可決された条例案…

Ｑ23(1) 議員または委員会提出の条例案件数：SA



⑵　⑴で回答いただいたものを含め、これまでに議会が立案・制定した政策

条例（議員または委員会が提出した政策的な条例）に対して、条例施行後に

、特別委員会を設置するなどの方法により、議会としての点検・見直しを実

施しましたか？（議会が立案・制定した政策条例のすべてを対象とした場合

だけでなく、特定の政策条例のみを対象とした場合も含みます。）（複数回

答）

実数 割合

1.　実施状況の点検、効果の検証を議会として行い、条例の改正を実施した 1 2.9%

2.　実施状況の点検、効果の検証を議会として実施中である 2 5.9%

3.　実施状況の点検、効果の検証を議会として行ったが、条例の改正は行わ

なかった
3 8.8%

4.　議会による政策条例の立法経験はあるが、実施状況の点検、効果の検証

は行っていない
15 44.1%

5.　議会による政策条例の立法経験がないため、議会としての評価・点検の

実績はない
14 41.2%

1

2

3

15

14

1. 実施状況の点検、効果の検証を議会として行

い、条例の改正を実施した

2. 実施状況の点検、効果の検証を議会として実施

中である

3. 実施状況の点検、効果の検証を議会として行っ

たが、条例の改正は行わなかった

4. 議会による政策条例の立法経験はあるが、実施

状況の点検、効果の検証は行っていない

5. 議会による政策条例の立法経験がないため、議

会としての評価・点検の実績はない

Ｑ23(2) 政策条例の点検・見直し：MA



Ｑ24【議会によるパブリックコメント 】
2019年１月１日～12月31日の間に、議会としてパブリックコメントを行う機

会は、ありましたか？（複数回答）
実数 割合

1.　議会基本条例に関するパブリックコメントを実施した 2 5.9%

2.　議会基本条例以外での議会や議員にかかわる条例に関するパブリックコ

メントを実施した
0 0.0%

3.　政策的な条例案（議会や議員にかかわるもの以外の、政策的な行政関係

条例案）の制定・改廃に関するパブリックコメントを実施した
1 2.9%

4.　「1.」～「3.」以外でのパブリックコメントを実施した 0 0.0%

5.　パブリックコメントは実施していない 31 91.2%

2

0

1

0

31

1. 議会基本条例に関するパブリックコメントを実

施した

2. 議会基本条例以外での議会や議員にかかわる条

例に関するパブリックコメントを実施した

3. 政策的な条例案（議会や議員にかかわるもの以

外の、政策的な行政関係条例案）の制定・改廃に関

するパブリックコメントを実施した

4. 「1.」～「3.」以外でのパブリックコメントを

実施した

5. パブリックコメントは実施していない

Ｑ24 議会によるパブリックコメント：MA



Ｑ25【政策討論の場】

⑴　議会としての政策提案・立法活動を行っていくために、常任（特別）委

員会以外に政策討論会、議員提案条例研究会等、特別な場を設置しています

か？（単数回答）

実数 割合

1.　特別な場を、設置している 4 11.8%
2.　特別な場は、設置していない（常任委員会、特別委員会などで対応して

いる）⇒Ｑ26へ 30 88.2%

⑵　⑴で「特別な場を、設置している」を選択された議会に伺います。

2019年１月１日～12月31日の間に、具体的な開催実績はありましたか？（単

数回答：１つお選びください）
実数 割合

1.　開催実績はある 2 5.9%
2.　開催実績はない 2 5.9%

4

30

1. 特別な場を、設置している

2. 特別な場は、設置していない（常任委員会、特

別委員会などで対応している）⇒Ｑ26へ

Ｑ25(1) 政策討論会等の設置：SA



Ｑ26【専門的知見活用・附属機関の活用等 】

2019年１月１日～12月31日の間に、附属機関や調査機関を設置しての調査検

討や、専門的知見の活用、外部有識者等の助言を得る活動等を、議会として

行ったことがありますか？（複数回答）

実数 割合

1.　地方自治法第100条の2にもとづく専門的知見の活用を行った 1 2.9%

2.　議員以外に公募市民や外部有識者（学識者）等も参加する機関を設置し

て、調査検討を行った
0 0.0%

3.　公募市民や外部有識者（学識者）等、議員以外で構成される機関を設置

して、調査検討を行った
0 0.0%

4.　専門的知見の活用や附属機関設置等は行っていない 33 97.1%

1

0

0

33

1. 地方自治法第100条の2にもとづく専門的知見の

活用を行った

2. 議員以外に公募市民や外部有識者（学識者）等

も参加する機関を設置して、調査検討を行った

3. 公募市民や外部有識者（学識者）等、議員以外

で構成される機関を設置して、調査検討を行った

4. 専門的知見の活用や附属機関設置等は行ってい

ない

Ｑ26 専門的知見・附属機関の活用：MA



Ｑ27【事業・施策・計画の評価・点検】

2019年１月１日～12月31日の間に、議会が委員会等の特別な場を設置して行

政の事務・施策・計画の評価・点検を行いましたか？(行政が行った評価・点

検結果を質疑等の資料としたものは、議会としての評価・点検の取り組みに

は含まないものとします)（複数回答）

実数 割合

1.　事務事業評価を行った 3 8.8%
2.　施策評価を行った 1 2.9%
3.　政策評価を行った 1 2.9%
4.　自治体計画（※）の進捗評価を行った 2 5.9%

5.　まち・ひと・しごと創生法に基づく地方人ロビジョン策定を受けて、既

存の「基本構想」(Ｑ5参照）の評価・点検を行った
0 0.0%

6.　「1.」～「5.」には該当しない方式での評価・点検を行った 1 2.9%
7.　議会が評価・点検主体となる行政の評価・点検は行っていない 29 85.3%

3

1

1

2

0

1

29

1. 事務事業評価を行った

2. 施策評価を行った

3. 政策評価を行った

4. 自治体計画（※）の進捗評価を行った

5. まち・ひと・しごと創生法に基づく地方人ロビ

ジョン策定を受けて、既存の「基本構想」(Ｑ5参…

6. 「1.」～「5.」には該当しない方式での評価・

点検を行った

7. 議会が評価・点検主体となる行政の評価・点検

は行っていない

Ｑ27 事業・施策・計画の評価・点検：MA



　特色ある議会改革の取り組みについて

Ｑ28【SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等の取り組み】

⑴　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用について、議会

として利用しているものはありますか？（複数回答）
実数 割合

1.　議会としてTwitterアカウントを取得して利用している 4 11.8%

2.　議会としてFacebookアカウントを取得してページを開設している 9 26.5%

3.　議会としてLINEアカウントを取得してページを開設している 0 0.0%

4.　議会として「1.」～「3.」以外のSNSサイト 
(Google+、Myspace、LinkedInなど）を開設している

0 0.0%

5.　議会としてインターネット上でのSNSは利用していない 23 67.6%

4

9

0

0

23

1. 議会としてTwitterアカウントを取得して利用

している

2. 議会としてFacebookアカウントを取得してペー

ジを開設している

3. 議会としてLINEアカウントを取得してページを

開設している

4. 議会として「1.」～「3.」以外のSNSサイト

(Google+、Myspace、LinkedInなど）を開設して…

5. 議会としてインターネット上でのSNSは利用し

ていない

Ｑ28(1) ＳＮＳ等の取り組み：MA



⑵　議会への市民参加あるいは議会と市民との協働として、議会「モニター

」や議会「サポーター」等の制度を設ける議会が登場しつつあります。この

ような取組みについて実施しているものはありますか？（複数回答）

実数 割合

1.　議会運営に関する意見・改善提言を行うモニター・サポーター等の制度

を導入している
1 2.9%

2.　議案審議に対して当該議案への意見等を申し述べるモニター・サポータ

ー等の制度を導入している
0 0.0%

3.　議会の政策審議への専門的助言を行うモニター・サポーター等の制度を

導入している
0 0.0%

4.　議会議員と共に政策課題を審議検討するモニター・サポーター等の制度

を導入している
0 0.0%

5.　広報作成支援や議会報告会運営支援などを行うモニター・サポーター等

の制度を導入している
1 2.9%

6.　モニター・サポーター等の制度を導入しているが、内容は「1.」～「5.」
に該当しない

1 2.9%

7.　議会としてモニター・サポーター等の制度は導入していない 31 91.2%

1

0

0

0

1

1

31

1. 議会運営に関する意見・改善提言を行うモニ

ター・サポーター等の制度を導入している

2. 議案審議に対して当該議案への意見等を申し述

べるモニター・サポーター等の制度を導入している

3. 議会の政策審議への専門的助言を行うモニ

ター・サポーター等の制度を導入している

4. 議会議員と共に政策課題を審議検討するモニ

ター・サポーター等の制度を導入している

5. 広報作成支援や議会報告会運営支援などを行う

モニター・サポーター等の制度を導入している

6. モニター・サポーター等の制度を導入している

が、内容は「1.」～「5.」に該当しない

7. 議会としてモニター・サポーター等の制度は導

入していない

Ｑ28(2) 議会モニター・サポーター制度：MA
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